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島根県の犬・ねこデータ【20 年度版】

健康福祉部薬事衛生課

１．犬の登録、狂犬病予防注射実施頭数

平成 20 年度末の県内の犬の登録頭数は、40,577 頭で前年度（40,749 頭）に引き続きわずかに減少し

ていますが、ここ数年ほぼ横ばい状態が続いています。

狂犬病予防注射実施頭数は、33,690 頭で登録頭数に対する注射の実施率は 83％となっています。注射

実施率についても、ここ数年ほぼ横ばい状態が続いています。

２．犬・ねこ収容・引取り・処分の状況

（１）犬の収容（捕獲）

平成 20 年度に県内の各保健所に収容(捕獲)した犬は、531 頭で前年度(554 頭)からわずかながら

減少しています。収容した 531 頭のうち 157 頭（30％）は逸走したと思われる状況でした。また、

所有者明示がされていたケースは収容犬の約２割程度（101 頭）にとどまっており、残りの約８割に

ついては所有者明示がされていませんでした。
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（２）犬・ねこの引取り

平成 20 年度に県内の各保健所で引き取った犬は 633 頭であり、このうち飼い主からの引取りは 475

頭、所有者不明の犬の引取りは 158 頭であり、飼い主からの引取りが全体の約８割を占めています。

一方、ねこの引取りは 2,235 匹でした。このうち飼い主からの引取りは 880 匹で、所有者不明のねこ

の引取りは 1,355 匹であり、所有者不明のねこの引取りが全体の約６割を占めています。

犬は成犬が全体の約７割を占めていますが、ねこは子ねこが全体の約８割を占めています。

全体では、犬、ねことも前年度(犬 673 頭・ねこ 2,536 匹)から約１割減少しています。県で策定し

ました「島根県動物愛護推進計画」において、まず平成 24年度までに犬・ねこの引取り数を 2,500 頭

以下にするという目標を立てていますが、計画の初年度としては、順調なスタートとなりました。

県内各地での動物愛護週間行事や動物愛護教室の開催、犬のしつけ方教室等により、動物のいのち

もまた大切にしなければならないこと、最後まで責任を持って飼うことへの啓発活動の積み重ねが少

しずつ形になってきたようです。

なお、飼い主が保健所に引取りを求める理由を調査したところ、子犬、子ねこについては「産まれ

たが飼うことができない」が圧倒的に多く、「新しい飼い主がみつからない」と合わせると８割以上に

達しています。繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術をする、ねこは屋内で飼うよう啓発していく必

要があります。

また、成犬・成ねこの引取りの場合は、「飼い主の病気・入院・入所」、「引っ越し」といった飼い主

の事情によるものが全体の約３割であり、それとほぼ同じ割合で「近隣への迷惑・問題行動」、「しつ

けができない」といった理由がありました。

今後、飼い主の高齢化に伴う対策を検討していく必要もありますが、まずは、ねこを屋内で飼うこ

との徹底やしつけ方教室等による適正飼養について周知していくことが大切です。
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（３）犬・ねこの返還・譲渡・処分

平成 20 年度中に県内の各保健所に収容(捕獲)した犬(531 頭)のうち、131 頭を飼い主に返還し、74

頭を新しい飼い主に譲渡することができましたが、327 頭は殺処分となりました。

また、保健所に引取った犬(633 頭)、ねこ(2,235 匹)のうち、34頭の犬と 6匹のねこを飼い主に返還

し、犬 110 頭、ねこ 118 匹を新しい飼い主に譲渡することができましたが、犬 488 頭、ねこ 2,115 匹

は殺処分となりました。

その他、保健所に収容した負傷動物 98 頭(犬 11 頭・ねこ 87 匹)のうち、犬 4 頭を飼い主に返還し、

ねこ 6匹を新しい飼い主に譲渡することができました。

保健所に収容した犬のうち 3 割は逸走したと思われる状況であり、また約８割の犬は所有者明示が

されていませんでした。そのうち返還された犬が 131 頭（約 25％）でしたので、鑑札・迷子札の装着

等所有者明示がきちんとされていれば、もっと多くの犬を返還できたのではないかと思われます。

平成 21 年度から犬の鑑札、注射済票のデザイン等を変更する市町村がありますが、そのことにより

飼い主の関心が高まり、装着率が上がることが期待されます。

あわせて、首輪がはずれて逸走した動物の発見が容易になるマイクロチップについても、マイクロ

チップ普及・推進事業の内容や県内全保健所にマイクロチップリーダーが配備されていることを周知

し、普及啓発をしていく必要があります。

譲渡数については、犬は 184 頭で前年度(262 頭)より 3 割減っていますが、前々年(126 頭)に比して

は 1.4 倍に増加しています。ねこは 124 匹と前年度(91 匹)から前々年に引き続き増加しました。平成

20 年度からは、より適正な譲渡を行うために、保健所から譲渡をする際、譲渡する動物の選定や譲渡

対象者の基準を明確にしました。前年に比べると犬の譲渡数は若干減少しましたが、譲渡後の追跡調

査の実施を行う等、譲渡の質を高めるようにしました。

今後とも関係機関との連携を図りながら、少しでも多くの犬やねこに生存の機会が与えられるよう

にしていきつつ、譲渡の質の向上も図っていくことが大切です。
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３．その他

（１）犬による咬傷被害の状況

犬による咬傷被害は、ここ数年 50 件前後で推移していましたが、昨年度 33 件に減少し、平成 20年

度は 32 件でした。咬傷事故を起こした犬の内訳は、29頭が飼い犬、3頭が所有者不明の犬でした。

（２）動物に関する苦情・相談等の状況

保健所に寄せられた動物に関する苦情のうち、犬に関するものでは野犬に関するものが最も多く、

全体の半数を占めていますが、前年度の 234 件から平成 20年度は 166 件と減少してきています。続い

て、放し飼いが 68 件と全体の約 2 割となっています。ねこに関するものでは、平成 20 年度からより

詳しい調査を始めましたが、「糞尿」に関するものが 42件で全体の 2割、「餌やり」に関するものが 27

件で 13％を占めていました。続いて、「家屋侵入」、「放し飼い」や「畑や庭を荒らす」といった苦情が

寄せられていました。
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ねこについては、近隣へ迷惑を防ぎ、繁殖制限をするためにも屋内で飼うことの徹底や無責任な餌

やりの制限を進めていく必要があります。

また、苦情とともに、迷い犬・ねこの失踪照会、保護依頼も多く、保健所等に寄せられる苦情・相

談等の約半数を占めています。終生飼養や、所有者明示をする、係留義務を守るなどの飼い主の責務

の自覚を促したり、所有者不明の犬・ねこ情報の周知などを引続き実施していくことが重要です。
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４．まとめ

これらのデータは、平成 20 年３月に策定した「島根県動物愛護管理推進計画」に基づき、動物愛護週

間行事・動物愛護教室の際のアンケート結果やいただいたご意見等とともに、今後の動物愛護管理行政

の推進に活用していきます。

島根県の犬・ねこが置かれている状況を知り、動物に対する正しい理解をしていただくことで、人に

とっても動物にとっても住みやすい社会について、ご一緒に考えていただきたいと思いますので、県民

の皆様の幅広いご協力をお願いします。
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〈参 考〉

平成20年度に実施した動物愛護関係の主な事業

①犬のしつけ方教室開催状況

参加者数

２５名

２７名

２０名

※島根県動物保護管理協会へ実施委託

②動物愛護週間行事開催状況

主 催

県央保健所

益田保健所

浜田保健所

出雲保健所

松江保健所

浜田保健所

雲南保健所

出雲保健所

③家庭で飼育中の動物譲渡情報提供サービス事業

譲渡申込者数 譲受申込者数 譲渡成立頭数

犬 ４人 ７４人 ４頭

ねこ ２人 １０人 ４頭

主催：出雲保健所

④動物愛護教室

動物愛護啓発コーナー

犬・猫の譲渡会

動物（馬）とのふれあい

動物愛護に関する講演

１０月 ８日（水）
松江市立古江小学校 体育館 松江保健所

１０月２９日（水）

９月２３日（火・祝日）
雲南ＴＲＣ

１１月１４日（金） 浜田市立石見小学校 会議室 浜田保健所

期 日 場 所 主 催

１０月２日（木） 奥出雲町立鳥上小学校 多目的室
雲南保健所
薬事衛生課

９月２０日（土）
出雲保健所

１０月 ８日（水） 松江市立古江小学校 体育館

動物愛護教室
１０月２９日（水）

１１月１４日（金）
浜田市立石見小学校 会議室

キヌヤ益田ショッピングセンター

（益田市）

９月２５日（木）～２８日（日）
ゆめタウン浜田店

（浜田市）

１０月２４日（金）～２７日（月）
ビッグハート出雲

（出雲市）

１１月９日（日） 安来中央公民館（安来市）

期 日 場 所 内 容

９月１９日（金）～２６日（金）
ジャスコ大田店

動物愛護写真展

（大田市）

９月２０日（土）～２６日（金）

期 日 場 所

１１月８日（土） 長浜公民館（浜田市）

１１月９日（日） 飯南町畜産センター（飯南町）


